
荒川区告示第１９１号 

 

令和７年１１月１２日付け荒川区告示第４３９号において、撤去した自転車等の保管に関

する告示を行ったところであり、当該告示から６か月を経過する日までに利用者等に返還で

きなかった自転車等については、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的

推進に関する法律」第６条第４項及び「荒川区放置自転車等の撤去・返還処理要綱」第１３

条第１項の規定に基づき所有権が区に帰属することとなっている。 

こうして区に帰属した自転車等のうち、再生可能な自転車について、「荒川区放置自転車等

の撤去・返還処理要綱」第１３条第２項の規定に基づき、次のとおり告示する。 

 

令和８年５月１４日 

                    荒川区長 滝 口  学 

 

記 

 

１ 告示日  

決定の日とする 

 

２ 所有権が帰属した年月日 

令和８年５月１３日 

 

３ 再生可能な自転車一覧 

別紙のとおり 

 

４ 根拠条例等 

（１）所有権の帰属 

   ①自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第６条

第４項 

   ②荒川区放置自転車等の撤去・返還処理要綱第１３条第１項 

（２）再生可能な自転車の告示 

   荒川区放置自転車等の撤去・返還処理要綱第１３条第２項 



 

５ 告示場所  

区役所庁舎前掲示場 

 

６ 告示期間  

施行日から２０日間 

 

７ 今後の取扱い 

  再生可能な自転車として社会福祉協議会に報告したが、最終的に販売店舗が引き取れな

かったものについては、再生ができない自転車として荒川区放置自転車の撤去・返還 

処理要綱第１３条第３項に基づき売却を行うこととする。 



15 令和8年5月13日 黄 軽快
亀有Ｋ６５０６９

ＳＷＫ０３４０３９

18 令和8年5月13日 白 軽快
本富士Ｂ７８７２５

Ａ２０ＡＫ２５４４７

17 令和8年5月13日 緑 軽快
駒込Ａ０８３２７

ＧＧ２Ｋ７１５８９

再　生　可　能　な　自　転　車　一　覧

防犯登録番号

車体番号

令和8年5月13日

所有権帰属日 色 形式

Ａ２０ＡＬ４６８７０
1

南千住Ｄ０１５１２
白 軽快

2 令和8年5月13日 灰 スポーツ
南千住Ｄ０３５６３

Ａ２１ＡＤ４２７７１

3 令和8年5月13日 黒 スポーツ
南千住Ｄ０９７９０

ＳＮＶＪ０００１１

4 令和8年5月13日 黒 軽快
南千住Ｄ０９９６８

Ａ２２ＡＡ０１８５３

5 令和8年5月13日 白 軽快
南千住Ｄ３３１１７

ＳＴＷＬＵ０６２５４

6 令和8年5月13日 銀 軽快
荒川Ｃ５４９１２

Ａ１５ＡＧ６０６９９

7 令和8年5月13日 緑 軽快
荒川Ｄ０３４９９

ＳＺＡ３１８９１９

8 令和8年5月13日 緑 軽快
荒川Ｄ０４４０４

不明

9 令和8年5月13日 白 軽快
荒川Ｄ０４９６２

Ａ１３ＡＥ５５５４７

10 令和8年5月13日 黒 軽快
尾久Ｂ０１６４４

Ａ１７ＡＬ０４８９４

11 令和8年5月13日 黒 軽快
尾久Ｂ０８８００

ＳＴＴ１Ｆ５０９５２

12 令和8年5月13日 青 軽快
浅草Ｂ８５９１７

ＳＹＩ３１６３０１

13 令和8年5月13日 桃 軽快
千住Ｅ２５７６８

ＳＵＣ３０６５３１

14 令和8年5月13日 灰 軽快
西新井Ｌ５７３５２

ＳＵＫ３１１１０４

16 令和8年5月13日 青 軽快
王子Ｃ５１８５６

Ｆ２５４０１４４３



防犯登録番号

車体番号
所有権帰属日 色 形式

20 令和8年5月13日 青 スポーツ
大井Ｃ９９５６６

ＧＸ４Ｅ００７７１

19 令和8年5月13日 黒 スポーツ
葛西Ｌ４２０９４

Ａ２４ＡＢ７９５３５


